
グッドエイジクラブ宇都宮通所介護・第１号通所事業重要事項説明書 
＜      年  月  日 現在  ＞  

 
１． 当センターが提供するサービスについての相談窓口 

電話  ０２８－６８８－０６１２ （午前８：３０～午後５：３０） 
担当   中田 良江 小薬 篤  

＊ご不明な点は、なんでもおたずねください。 
 
２．施設概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 
＊上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 
（２）当センターの職員体制 
 
職種 資格 人員配置 業務内容 

管理者 ヘルパー１級 

社会福祉主事 

1名以上（１） 従業者及び業務の管理 
生活相談員 

生活相談員 社会福祉主事 

介護福祉士 

社会福祉主事 

2名以上 生活相談員・介護全般 

機能訓練指導員 看護師又は准看護師 

理学療法士、作業療法士  

柔道整復師等 

2名以上 
 

機能訓練      

リハビリ 

介護・看護職員 看護師又は准看護師 2名以上 健康管理・介護全般 
介護職員 26 名 以 上

（２ 
介護全般 

＊管理者は相談員を兼務。機能訓練指導員の看護師は兼務 
＊生活相談員は介護職と兼務 

（３）主な職種の概要  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

事業所名 グッドエイジクラブ宇都宮 
所在地 宇都宮市細谷町４９０番地１ 
介護保険事業所番号 通所介護・第 1号通所事業  0970104667 
サービス提供地域 宇都宮市 鹿沼市 日光市 さくら市 壬生町 高根沢町 

職種 勤務体制 
介護職 通常勤務時間帯８：３０～１７：３０ 

☆原則として職員 1名あたり利用者 5名のお世話をします。 
看護職員 
 
機能訓練指導員 

通常勤務時間帯８：３０～１７：３０ 
☆原則として 1名の職員が勤務します。 
通常勤務時間帯８：３０～１７：３０ 
 



 
（４）設備の概要 
 
定員     145名 相談室 ２室 （7.29㎡ ×２室） 
食堂兼機能訓練室 1階 269.76 ㎡ 

2階 610.31㎡ 
計 880.07㎡ 

静養室 １室   31.59 ㎡  
５床  

相談室１，２ 2室 
     

浴室 女湯 個浴４ 機械浴 １ 
男湯 個浴 5 機械浴 １ 

ロッカールーム 284人分 湯上りコーナー 1ヶ所 
カフェコーナー 1ヶ所 送迎車 ２６台 

 
（５）営業日および営業時間 

 
 
３．サービス内容及び利用料金 

（１） サービス内容 
  ①機能訓練       ⑤相談、助言   ⑩レクリエーション 
  （身体機能・口腔機能） ⑥健康チェック    
  ②食事提供       ⑦生活指導      
  ③入浴         ⑧養護        
④送迎         ⑨リハビリプログラム（陶芸教室、料理教室、手芸教室、パターゴルフ 
             シュミレーションゴルフ、パソコン教室、他） 
※④送迎については状況に応じて、当事業所契約の送迎事業所にての送迎になる場合がございます。

その際も通常送迎サービスと同様に支援をいたします。 
 
（２） 利用料金 
以下の単位表のうち該当する項目の単位数をご利用回数分合算、または、月額に 10.27 
（地域区分）を乗じ、介護保険負担割合証のよる自己負担割合に応じた額が介護保険に関わる 
利用料金となります。（鹿沼市、日光市、壬生町、さくら市は、10.14円、高根沢町は、10円） 
 

○第 1号通所事業（総合事業） 利用単位表  
要介護度等 １か月当たりの単位数 
要支援１・基本チェックリスト対象者（通所型サービス１） １，７９８ 
要支援２・基本チェックリスト対象者（通所型サービス２） ３，６２１ 

※各市町村が独自に定める総合事業サービスについては別途料金体系となります。 
 

 
 
 

営業日 月～金 （但し、年末年始を除く 12月 30日～1月 3日） 
受付時間 月～金 午前８：３０～午後５：３０ 
サービス提供時間 月～金 午前９：４５～午後３：４５ 



 
○大規模Ⅱ利用単位表（所要時間３時間以上４時間未満の場合）    
介護度 １日当たりの単位数 
要介護１ ３４５ 
要介護２ ３９５ 
要介護３ ４４６ 
要介護４ ４９５ 
要介護５ ５４９ 

 
○大規模Ⅱ利用単位表（所要時間４時間以上５時間未満の場合）  
介護度 １日当たりの単位数 
要介護１ ３６２ 
要介護２ ４１４ 
要介護３ ４６８ 
要介護４ ５２１ 
要介護５ ５７５ 

 
 ○大規模Ⅱ利用単位表（所要時間６時間以上７時間未満の場合） 
介護度 １日当たりの単位数 
要介護１ ５４３ 
要介護２ ６４１ 
要介護３ ７４０ 
要介護４ ８３９ 
要介護５ ９３９ 

 
○各種加算  
加算項目 １日当たりの単位数 
個別機能訓練加算Ⅰロ  ７６ 
入浴介助加算Ⅰ ４０ 

 
 ○通所介護・第 1号通所事業共通 
介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １か月当たりの総単位数×９．０％ 
  
  
１単位当たりの単価（地域区分）     宇都宮市 ¥１０．２７／単位 
      〃   鹿沼市 日光市 さくら市 壬生町 ¥１０．１４／単位 
      〃             高根沢町 ¥１０．００／単位 

 
○送迎 
事業所が送迎を行わない場合        片道につき  －４７単位 

 
○介護保険の給付対象とならない料金 

    昼 食     800円 



      
通常の事業実施区域外への送迎 

   １．事業所から片道８ｋｍ未満      ２００円 
   ２．事業所から片道８ｋｍ以上 １ｋｍ毎に１００円を加算 

 
○レクリエーション、各種教室プログラム 

  利用者の希望によりレクリエーション、各種教室プログラムに参加いただくことができます。 
  料金：内容により材料費等の実費をいただきます。 
  注意：花セラピー、手芸、料理他の材料がかかる教室では、当日お休みの場合、材料を事前に準備をして

いますので材料代等をいただきます。 
  
○日常生活上必要となる諸費用実費 

  日常生活用品の購入代金等、利用者の日常生活上に要する費用で、利用者に負担いただくことが 
適当であるものにかかる実費をいただきます。 
おむつ代  1枚  １５０円      尿とりパット代  1枚  ５０円   
 

 ○キャンセル料 
  利用前日にご利用者様のご都合でサービスを中止する場合やお迎えに行ってのサービスの中止、 
ご利用者様の都合で当日昼食を 10時までに申し出ずにキャンセルした場合は、 
下記のキャンセル料がかかります。 

  ただし、利用者の体調不良等、正当な理由がある場合はこの限りではありません。 
利用予定日の前日までにご連絡いただいた場合           無料 
利用予定日の前日までにご連絡がなかった場合や        1日利用料の 80％ 
お迎えに行ってのサービスの中止               （自己負担相当額） 
当日昼食を 10時までに申し出なかった場合             800円 

 
（３） 利用中の中止 
  利用の途中にサービスを中止する場合、それまでに実施したサービスを基に料金を計算します。 
＊以下の場合、利用途中でもサービスを中止していただくことがあります。 

・ 健康チェックの結果、体調が悪かった場合 
・ 利用途中に体調が悪くなった場合 
・ 他の利用者の生命または健康に重大な影響をあたえる行為があった場合 

 
４．料金のお支払い方法 
料金については、１ヶ月ごとに計算しご請求します。以下の方法で毎月ごとのお支払いを 
お願いします。 
基本お支払いは自動引き落としをお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

ア．金融機関口座からの自動引き落とし 
    ご利用できる金融機関：銀行、信用金庫、農協、郵便局 
イ． 下記指定口座への振込み 
    栃木銀行 若草支店(056) 普通預金１０９０７２７ 
    口座名義 グッドエイジクラブ宇都宮 理事長 岩﨑 翔太郎 



 
５． サービスの利用方法 
（１）サービスの利用申し込み 
お電話などでご相談ください。当法人職員がお伺いいたします。 
ご利用決定後契約を結び、サービスの提供を開始します。 
＊要介護１から５の認定を受けた方は居宅介護支援事業者かご自分で作成された居宅サービス 
計画（ケアプラン）を基に通所介護計画を作成し、通所介護サービスが提供されます。 
＊要支援１か２の認定を受けた方は、担当地区の地域包括支援センターで作成された介護予防 
サービス計画を基に通所型サービス（相当）計画を作成し、サービスが提供されます。 

＊総合事業対象者の方は、担当地区の地域包括支援センターで基本チェックリスト等受け、介護 
予防ケアマネジメント計画を基に通所型サービス（相当）計画を作成しサービスを提供します。 

（２）サービスの終了または解約 
『指定通所介護・第 1号通所事業契約書』第６章に記載したとおりです。 

 
 
６．サービスの特徴等 
 （１）運営の方針 
    ・通所介護サービスにおいては、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立し 

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の必要な日常生活上の世 
話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び 
精神的負担の軽減を図り、生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指すものとする。 

    ・第 1号通所事業においては、日常生活動作の維持・向上、転倒の予防を目的として、運動器機能の 
向上や自立の意欲の高揚を図り、生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指すものとする。 

・事業の実際にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り 
総合的なサービスの提供に努めるものとする。 
 

（２）サービスの利用のために 
    
 
 
 
 
 
 
（３）サービスの利用にあたっての留意事項 

① 送迎の連絡・・・・・・・基本として、時間変更時に電話でご連絡いたします。 
              交通状況、利用状況等で時間が前後することがございます。 
              個別な時間の都合についてはその都度ご相談下さい。 
              ご家族様等の不在での送迎対応の場合等、心身の変化やご自宅 

内の変動に責任を負いかねることもございます。 
② 体調確認・・・・・・・・利用日にご自宅で確認させていただきますので、ご協力を 

                お願いします。 
③ サービスの中止・変更・・事前に電話連絡をお願いします。 
④ 食事のキャンセル・・・・当日の 10時まで事務室までにお申し出ください。 

事項 有無 備考 
男性職員の有無 ○  
時間延長の可否 ×  
従業員への研修の実施 ○ 年 3回サービス研修を実施しています 
サービスマニュアルの作成 ○  



⑤ 時間変更・・・・・・・・事前に連絡をお願いします。 
⑥ 設備、器具の利用・・・・係員の指示によりご利用願います。 
⑦ 次世代型デイサービスは、自己選択式の運動療法やリハビリの実施のため 
転倒のリスクを伴います。「絶対に転倒させないでください」という要望には 
応じかねますのでご理解ください。 
 
 
 

７．緊急時の対応方法 
 サービス提供中に、ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な 
 処置を講ずるほか、ご家族の方へ速やかに連絡いたします。 
 利用中の状況について報告、連絡がつながる方の連絡先の提示をお願いいたします。 

主治医 医療機関名  
主治医名  
連絡先  

ご家族 氏名  
住所  
連絡先  
続柄  

 
８．事故発生時の対応方法 
 サービス提供中に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員、 
 地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 
９．第三者評価制度の実施 
 第三者評価制度つきまして当事業所は、実施しておりません。 

 
10．サービス内容に関する苦情 
① 法人お客様相談・苦情担当 
担当 施設長 中田良江             電話 ０２８－６８８－０６１２ 
       小薬 篤   

② 三者委員 
   大友時夫                    電話 ０２８－６２４－２６７４ 

藤田貞夫                    電話 ０２８－６６５－１４８１ 
 

③ 政機関その他苦情受付機関 
   宇都宮市介護保険相談窓口            電話 ０２８－６３２－８９８９ 

   栃木県運営適正化委員会             電話 ０２８－６２２－２９４１ 

   国民健康保険団体連合会                      電話  ０２８－６４３－２２２０ 
   鹿沼市高齢福祉課                電話 ０２８９－６３－２２８３  

   日光市健康福祉部高齢福祉課           電話 ０２８８－２１－５１００ 
   さくら市保健高齢福祉課             電話 ０２８－６８１－１１５５                     

   壬生町健康福祉課                電話 ０２８２－８１－１８３０ 
   高根沢町健康保険課                       電話 ０２８－６７５－８１０５  



 
11．非常災害対策 
    ・防災時の対応・・・・・・防災規定、避難誘導マニュアルにより対応する。 
    ・防災設備・・・・・・・・自動火災通報装置、屋内消火器設備等 
    ・防災訓練・・・・・・・・防災訓練年 2回 
    ・防火責任者・・・・・・・中田 良江 

 
12．当法人の概要 
       名称・法人種別       社会福祉法人正恵会 
      代表者役職・氏名     理事長 岩﨑 翔太郎 
      住所地・電話番号     宇都宮市宝木本町１７６８ 
                   ０２８－６６５－０５２０ 
   
 定款の目的に定めた事業  
   ・第一種社会福祉事業 

(１) 特別養護老人ホーム宝寿苑の設置経営 
(２) 特別養護老人ホームホームタウンほそやの設置経営 

 
・第二種社会福祉事業 

(１)  老人デイサービスセンター宝寿苑の設置経営 
(２)  老人デイサービスセンター上河内の設置経営 
(３)  老人デイサービスセンター羽黒の設置経営 
(４)  老人デイサービスセンターホームタウン宝木の設置経営 
(５)  老人短期入所事業（宝寿苑）） 
(６)  老人介護支援センター宝寿苑の設置経営 
(７)  老人居宅介護事業 
(８)  老人介護支援センター上河内の設置経営 
(９)  認知症対応型老人共同生活援助事業(宝寿の里)（ホームタウン宝木） 

（ホームタウン上河内） 
      (１０) 小規模多機能型居宅介護事業（ホームタウン上河内）) 
      (１１) 障害福祉サービス事業の経営（宝寿苑ヘルパーステーション） 
         （上河内ヘルパーステーション） 
      (１2) 老人デイサービスセンターグッドエイジクラブ宇都宮 
   
  ・公益を目的とする事業 

(１) 居宅介護支援事業（青い鳥）（上河内） 
(２) 生活支援型ホームヘルプサービス事業 
(３) 通所型サービス A 
(４) 生活管理指導短期宿泊事業 
(５) 配食サービス事業 
(６) 一般乗用旅客自動車運送事業（患者等輸送事業） 
(７) 介護予防支援事業 
(８) 地域包括支援センター（細谷・宝木） 
(９) 訪問看護事業（訪問看護ステーション青い鳥） 



(１０) 企業主導型保育園事業 
   ・営業所数等       介護老人福祉施設        2ヶ所 
                通所介護事業所         3ヶ所 
                小規模多機能型居宅介護事業所  1ヶ所 
                短期入所生活介護事業所     1ヶ所 
                訪問介護事業所         2ヶ所 

訪問看護事業所                  1ヶ所 
                認知症対応型共同生活介護事業所 3ヶ所 
                在宅介護支援センター      2ヶ所 
                地域活動支援センター      1ヶ所 
                企業主導型保育園事業所     1ヶ所 


